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平成２８年１月定例教育委員会会議録 

 日      時  平成２８年１月１５日（金）  午後１時３０分～午後３時００分 

 場      所  秦野市役所西庁舎３階会議室 

 出席委員 
 委員長 望月 國男  委員長職務代理者 髙槗 照江 

 委 員 飯田 文宏  委 員 片山 惠一  教育長 内田 賢司 

 欠席委員  なし 

 委員以外 

 の出席者 

教 育 部 長 水野 和成 

教 育 部 参 事 鈴木 健次 

教育総務課長 山口  均 

学校教育課長 片野 新治 

教育指導課長兼 

教育研究所長 柏木 荘一 

 

生涯学習課長 佐藤 正男 

図 書 館 館 長 石井 勇次 

教育総務課課長代理（庶務担当） 鈴木 利昭 

教育総務課庶務班主任主事 水野 統之 

 傍聴者  ３名 

 会議次第 

 １月定例教育委員会会議 

 

日 時 平成２８年１月１５日（金）  

午後１時３０分         

場 所 秦野市役所西庁舎３階会議室     

 

次     第 

１ 開  会 

２ 会議録の承認 

３ 教育長報告及び提案 

（１）平成２８年「教育長年頭あいさつ」について 

（２）平成２８年２月の開催行事等について 

（３）臨時代理の報告について 

  ア 報告第１号 平成２７年度教育功労者等表彰・教育長表彰の被 

表彰者の追加について 

  イ 報告第２号 平成２８年度管理職候補者の推薦について 

（４）子ども等に関する事案について 

（５）平成２７年度「学校生活全般における体罰の実態把握に関する調 

査（市町村立学校）」の実施について 

（６）平成２８年度以降の教職経験者研修について 
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（７）文化財防火デーに伴う消防訓練について 

（８）展示会「絵本で知る世界の国々」について 

４ 議  案 

（１）議案第１号 秦野市公立幼稚園運営・配置実施計画について 

５ 協議事項 

（１）平成２８年度秦野市一般会計（教育費）予算（案）について 

６ その他 

（１）平成２８年度教育委員会会議日程について 

（２）ＤＶＤ「二宮尊親物語」の活用について 

７ 閉  会 

 会議資料  別紙のとおり 

 

望月委員長 それでは、ただいまから１月の定例教育委員会会議を開催いた

します。 

お手元の会議次第に沿って進めさせていただきます。 

まず、「会議録の承認」について、ご意見、ご質問がございま

したらお願いします。 

 ―特になし― 

望月委員長 ないようですので、会議録を承認します。 

次に、「３ 教育長報告及び提案」の「（３）臨時代理の報告

について」、「イ 報告第２号 平成２８年度管理職候補者の推

薦について」及び「（４）子ども等に関する事案について」は、

非公開情報等が含まれているので、秘密会での報告としてよろし

いでしょうか。 

 －異議なし－ 

望月委員長 よって、３、（３）のイ及び（４）は秘密会といたします。 

それでは、「教育長報告及び提案」についてお願いいたします。 

 教育指導課長 ２８年度の「教育長年頭あいさつ」についてでございます。 

１月８日の始業式、秦野市内の公立幼稚園、こども園、小中学

校全職員に、この挨拶文を渡しました。内容につきましては、市

制７０周年を迎える第一歩の年であるということ、干支にまつわ

る内容、ノーベル医学・生理学賞を受賞されました大村先生の話

を引き合いに出して作成いたしました。ご覧いただければと思い

ます。 

以上です。 

教育長 それでは、資料の№２をご覧いただきたいと思います。２８年

２月の開催行事等でございます。 

まず最初に、２月５日から２１日まで、展示会「絵本で知る世
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界の国々」ということで、世界３７カ国の絵本３０７冊を国際子

ども図書館から借用して展示するということです。詳細は後ほど

図書館長から説明をいたします。 

２月５日から２５日、特別展示「二宮尊徳と報徳思想」という

ことです。県立図書館が所蔵しています報徳コレクションをお借

りして展示するという形で、これも図書館でございます。 

２月５日金曜日、理科教育研修講座ということで、ＪＡＸＡ宇

宙教育センターから講師をお呼びして、教員を対象に研修を実施

いたします。 

２月９日と２３日が例月のブックスタートでございます。 

２月９日、定例教育委員会会議をいたします。今回は会場が変

更になりましたので、本庁舎の３階の講堂を予定しております。 

翌２月１０日ですが、第６回園長・校長会は、毎年、クリーン

センター会議室をお借りして実施しております。 

２月１０日から８月７日までの６カ月間ですが、宮永岳彦記念

美術館企画展ということで、今回は「宮永岳彦 和の世界」と題

して実施をいたします。 

同じく２月１０日でございます。いじめ問題対策調査委員会、

本庁舎の３Ａ会議室を利用して行います。 

裏面をご覧いただきたいと思います。 

２月１３日、１４日、本町公民館発表会ということで、ほかの

公民館では公民館まつりと言っておりますが、本町公民館は発表

会という形で実施をいたします。 

１７日から１９日、図書館資料リユースということで、除籍し

た本・雑誌を、学校、公共施設、福祉施設等の団体に提供すると

いうことで実施をいたします。 

２月２０日、報徳仕法を広める講演会ということで、二宮総本

家当主の二宮さんを講師に招いて講演会を開催いたします。図書

館の視聴覚室でございます。 

２月２０日から２１日、鶴巻公民館まつりです。鶴巻公民館が

会場でございます。 

同じく２月２０日、宮永岳彦記念美術館のギャラリーコンサー

トです。展示会にあわせまして、ギャラリートークとコンサート

を開催いたします。 

２３日は定例記者会見です。 

２月２４日は、南中学校の体育館で、ウイズユー講演会という

ことで、記載したとおりでございます。ハープ奏者の永山友美子

さんが、アイリッシュハープの演奏とともに、「愛と優しさで人
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は育つ」をテーマに講演されます。 

２月２４日は、第３回総合教育会議を予定しております。 

２月２５日から３月２４日まで、秦野市議会の第１回定例会で

ございます。 

それから、次の面をご覧ください。 

２月２６日、家庭教育支援講演会は、みなみがおか幼稚園の遊

戯室を会場に、家庭教育の向上を図るため、幼稚園と共催しまし

て、保護者を対象に実施いたします。 

２月２７日、ふるさと講座「丹沢の生きものたち」ということ

で、今回が最終回でございますが、保健福祉センターです。 

２７日は、清水真砂子氏講演会「子どもの本の持つ力」という

ことで、図書館の視聴覚室を会場に実施いたします。 

私からは以上でございますが、次からは課長から説明をさせま

す。 

以上です。 

 教育総務課長 私からは、「（３）臨時代理の報告について」のアの被表彰者

の追加について、ご説明をさせていただきます。資料３をご覧く

ださい。 

臨時代理ということで、教育委員会の事務の一部を、教育長が

臨時代理をしたというものの報告でございます。 

おめくりをいただきまして、「臨時代理書」がございます。提

案理由のところにございますが、昨年１１月に開催しました定例

教育委員会会議以降、教育功労者等表彰及び教育長表彰の被表彰

者の追加の具申がございました。これについて臨時代理を行った

ものでございます。 

おめくりをいただいて、横長の一覧がついてございます。 

まず、２７年度の教育功労者等表彰候補者でございます。 

表彰の部の個人でございます。学術の部で、絵画でございます。

全国大会の絵画で２位相当ということでございます。 

スポーツは３名でございます。スポーツチャンバラの世界大会

で３位という方と、ボウリング、ソフトテニス、それぞれ県下の

大会において１位だった方でございます。 

感謝状の対象でございます。奉仕ということで、多年にわたっ

て学校のボランティア活動にご協力をいただいたものです。 

おめくりをいただきまして、教育長表彰の候補者でございます。 

まず、個人の部で、学術で５名でございます。硬筆コンクール、

国で１位相当ということでございます。２番から５番までの方は

県の大会でございます。福祉作文コンクール、創意くふう展覧会、
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絵画と作文コンクールで、それぞれ県の１位相当というふうなこ

とでございます。 

スポーツは７名でございます。１番から４番までの方は全国レ

ベルの大会ということで、体操、スポーツチャンバラのほうで、

それぞれ３位以上の成績ということでございます。５番から７番

の方については県の大会で、スポーツチャンバラ、空手で、それ

ぞれ県の１位になったということです。 

団体の部では、学術の関係で２件です。大根小学校は、野生生

物の保護、そういったものの全国の３位相当を受賞されました。

東中学校は、学校新聞コンクールの中で最優秀になったというこ

とでございます。 

功労者表彰につきましては、全体で５３名の方になります。昨

年が７８名ですので、功労者については前年に比べて全体で２５

人減ります。教育長表彰につきましては、全体で４０名でござい

ます。前回が３０名ですので、教育長表彰のほうは逆に１０名ほ

ど増えるということでございます。 

１月１６日に表彰式を行います。９時半から教育長表彰、１時

から教育委員会表彰、それぞれ、総合体育館、武道場のほうで行

います。教育委員の皆さんには、１時からの教育委員会表彰のほ

うに出席をいただいてございます。よろしくお願いします。引き

続き、はだのっ子アワードの表彰式を１５時から同じ総合体育館

のほうで実施します。 

私のほうからは以上です。 

 教育指導課長 それでは、３の（５）、平成２７年度の体罰調査についてでご

ざいます。 

まず、お手元の資料の１１ページをご覧いただけますでしょう

か。 

今年度の体罰調査につきまして、基本的には昨年度同様に進め

ていきたいと考えております。 

（１）、県がつくった質問紙及び回答用紙の原案から一部修正

して、わかりやすいような質問項目にして、保護者、生徒・児童

に配っていきたいと考えております。 

なお、昨年度と質問が若干変わっております。２点ばかり割愛

されています。 

具体的に申しますと、質問の一つ、体罰を受けてどのような影

響があったかという点と、体罰を受けてどうしたかという、この

２点については割愛されています。割愛された理由につきまして

は、事案については詳しく聞き取るので、そこで聞き取ったほう
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がよろしいのではないかという発想のもと、割愛されているよう

です。 

回答用紙については、これまでよりもわかりやすいものになっ

ているように思います。 

（２）につきましては、本年度も、投函、郵送によって教育委

員会へ送るという体制をつくっております。 

（３）、教職員に対しましては、ヒアリングまたは質問紙によ

って全職員から確認をする。 

大きな２番、日程につきましては、このとおり、中事務所へは

２月２６日に提出になっております。あとはご覧いただければと

思います。 

続きまして、資料№６、平成２８年度以降の教職経験者研修に

つきまして、まず裏面の表をご覧いただいたほうがわかりやすい

のではないかと思います。２点ございます。 

まず一点目、２８年度は秦野市主催の４年次研修を新規に実施

ということです。これに関しましては、平成２５年度から、神奈

川県が１年経験者研修を新たに導入しました。それに伴いまして、

２６年度から、同じような内容をやっている市の２年次研修を廃

止し、そのかわり、この２年次研修を受ける予定だった教職員が

４年目を迎えるときに、新たに２８年度から４年次研修を受けよ

ということが、２５年度末の教育委員会会議及び園長・校長会で

確認されたところです。つきましては、この４年次研修を２８年

度から始めますが、内容につきましては、ＩＣＴを活用した内容

に特化した研修を考えております。 

それともう一点ですが、市主催の１０年経験者研修につきまし

て、こちらは、従来、２日間の異校種間交流、中学校の先生が幼

稚園もしくは小学校に２日間行くという内容でした。１０年次と

いうと、学校においても中堅的な職員が２日間出るというのは、

なかなか学校も厳しいところがあることも聞いておりますので、

２８年度からは、２日間のうち１日を、不登校支援への理解を深

めることを目的としまして、教育支援教室いずみにおける半日の

研修に変えていきたいと考えております。 

もう一つ、従来、この１０年次研修の中で、市教委が行ってい

る人権研修会の受講を必須としていましたが、こちらにつきまし

ては、県が実施する基本研修における選択研修等による受講を希

望することができるということもありまして、必須から削除とい

う形で対応していきたいと考えております。 

私からは以上です。 
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 生涯学習課長 資料７の文化財防火デーに伴う消防訓練をご説明します。 

毎年１月２６日は文化財防火デーです。この制定は、昭和２４

年１月２６日に、奈良県斑鳩町の世界最古の木造建造物である法

隆寺金堂から出火し、国宝の１２面壁面の大半が焼損したことを

契機としています。国民に強い衝撃を与えたこの火災から、災害

などによる文化財保護の危機を深く憂慮する国民世論が高まり、

翌年には文化財保護法が制定され、さらに昭和３０年には法隆寺

金堂が焼損した日を文化財防火デーと定め、全国的に文化財保護

運動が展開されています。 

なお、本市においても、平成１１年から毎年、この文化財防火

デーにあわせ、文化財所有者の理解を得た中で、地域住民、それ

から消防関係者などと連携しまして、文化財建造物の消防訓練に

取り組んでいます。 

今年度は、資料のとおり１月２７日の午前１０時から、戸川地

区の寳泉院で消防訓練を実施します。寳泉院には１４世紀末の制

作と伝えられる木造大日如来座像が安置されていますが、平成２

年４月に市の重要文化財に指定しています。当日は、文化財所有

者の寳泉院関係者、地元自治会を初め、消防関係者、北幼稚園や

西湘秦野保育園の園児など約７０人の参加を予定しています。特

に、園児には幼児期からの防火教育として参加を依頼しています。 

訓練内容は、１１９番通報、ダミーの文化財持ち出し、消防車

による放水訓練、消火器取り扱い訓練などを行います。 

以上でございます。 

 図書館長 私からは、次第の「展示会『絵本で知る世界の国々』について」

を、資料№８でご説明いたします。 

展示会「絵本で知る世界の国々」につきましては、国立国会図

書館国際子ども図書館から、世界３７カ国の３０７冊の絵本をお

借りいたしまして、実際に手にとることができるものです。本に

触れることによって絵本に親しんだり、世界の暮らし、文化に触

れてもらうことを目的に開催いたします。 

今回は、２月５日金曜日から２月２１日日曜日、午前９時から

午後５時、２階会議室で開催をいたします。開催に当たりまして、

図書館にも協力いただいておりますボランティア団体の協力をい

ただいて実施いたします。 

この絵本展につきましては、県内では鎌倉に次いで２番目の開

催になります。国立国会図書館国際子ども図書館では、年を前期

と後期に分けて実施しています。秦野市も以前から手を挙げまし

て、今回実施の運びとなりました。 
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委員の皆様には以前お渡ししてあると思いますが、展示会では

冊子を、来られた方にお配りをしまして、いろいろな本について

見ていただきたいと思っております。 

図書館からは以上になります。 

望月委員長 それでは、「教育長報告及び提案」についてですが、今日は割

合少ないので、一括して質問なりご意見を受けたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

髙橋委員 わかったらで結構なんですけれども、２月２０日に予定されて

います報徳仕法を広める講演会の二宮総本家当主というのは、二

宮尊徳の家系とどういうふうなつながりがあるのでしょうか。総

本家というのは初めて耳にする言葉なので。 

 生涯学習課長 報徳仕法を広める講演会については、次回の会議で報告します

が、今日の段階では二宮総本家について説明する資料を持ち合わ

せていません。講師を依頼した際に、二宮康裕さんから総本家当

主との呼称を受けていますが、家系の部分が確認できていません

ので、次回までにはきちんとお伝えしようと思っています。 

望月委員長 なかなか難しいですよね。 

では、次回までにお願いします。 

 生涯学習課長 次回まで、調べてご説明します。 

望月委員長 ほかにいかがでしょうか。 

飯田委員 体罰の案件なのですけど、秦野市は市立の幼稚園じゃないです

か。幼稚園に対して、こういうアンケートをやってくれという保

護者からの意見はあるのかなと。 

 教育指導課長 ないですね。 

飯田委員 小中ですか。 

 教育指導課長 そうですね。 

飯田委員 わかりました。 

もう一点いいですか。 

望月委員長 どうぞ。 

飯田委員 教職員の研修なのですけど、体罰についての勉強会、そういっ

た研修というのは、どこかでやる時間はとっていらっしゃいます

か。 

 教育指導課長 例えば、新採用の先生方に対しましては、夏休みに２日間、宿

泊の研修をやっていますけれども、その中で、教育部参事から、

服務に関して、体罰も交えた話をしてもらっております。 

飯田委員 それは、体罰の防止のガイドラインを基本にしての。 

 教育指導課長 神奈川県から体罰防止ガイドラインというものが出ています

が、ベースになるのはこちらと思います。 
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飯田委員 ありがとうございます。 

望月委員長 ほかにどうですか。 

片山委員 体罰のところなんですけれども、小学校、中学校が同じ書面だ

と思うんですけれども、上に全部振り仮名が振ってあるというの

は、中学校の子には必要ないと思うのですけど、これは外国人の

親のためなのでしょうか。 

 教育指導課長 片山委員のおっしゃったように、秦野市には外国語の方もたく

さんいます。そういったことを見据えて、振り仮名を振っており

ます。 

片山委員 細かいことなのですけど、１３ページに依頼文があるのですが、

読んでいて、「留意点」というところの２番なのですけど、「場

合によっては、お話を聞くなど」ではなく「聞かせていただく」

というふうに、謙譲するような言葉のほうがよろしいのではない

かという気がしたものですから。 

あと、これに関してもう一つ。１３ページの文章を見ると「保護

者の皆様へ」と書いてあるのです。例えば、「留意点」の１のと

ころの２行目にまた「保護者の皆様は」と書いてあったりするの

ですけど、私は読んでいて違和感があったわけなんです。文章的

には全然問題ないと思うのですけど。「保護者の皆様へ」の書面

なのに、また「保護者の皆様」と書くのは、問題ないとは思うん

ですけど、「あれ？」と思って。「保護者の皆様へ」というのは

裏面にもありますので、要らないのではないかなと。 

望月委員長 なかなか、担当になると細かいことに気がつかないのですけど、

今の指摘はいいことだと思うのです。それによって、「ああ、そ

うだったな」ということで、いろいろなことに気がついたりしま

すので。 

望月委員長 ほかにどうですか。 

髙橋委員 やはり体罰のことなんですけれども、１４ページに、「どのよ

うな行為を『体罰』とするかについては、文部科学省から」と書

いてありますよね。この内容というのが、その前にも出てきてい

る２５文科初第１２６９号の内容と思っていいですね。 

 教育指導課長 はい。 

髙橋委員 わかりました。 

あと１点なのですけど、以前、体罰のときに、先生が生徒をつ

ねって体罰になった案件があったように記憶しているのですが、

「体罰の態様」のところで見ると、「つねる」は入っていません

よね。「その他」というのは、結局、「有形力の行使により」だ

から、つねるはいいんですか。 
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 教育指導課長 一例として出ているわけなんですけれども、有形力の行使は全

て体罰に当たるということで、つねるということも明らかな体罰

に当たると思います。 

髙橋委員 入るということですか。 

 教育指導課長 はい。要するに、全てを書き出すのはということで、一例とし

て書いてあると思います。 

望月委員長 よろしいですか。 

髙橋委員 はい。 

望月委員長 教育長表彰のところで、学術関係で№２の鈴木華純さん、それ

から、学術表彰の団体で大根小学校愛鳥委員会、大変おめでたい

ことなのですが、鈴木さんの場合は、どういう内容で、どんなこ

とが評価されたのか、もしご存じであれば教えていただきたいと

思います。 

それから、大根小学校愛鳥委員会のほうです。秦野市は非常に

昔から熱心で、多くの学校が林野庁の長官賞を受賞しているんで

すけれども、今回はどのようなことが特長かということを、おわ

かりであれば教えていただきたいと思うのですが。 

 教育総務課長 まず、教育長表彰の学術の２番目の鈴木華純さん、大根中学校

の３年生でございます。福祉作文コンクールということで、「命

の対話」という、長文ではなくて、１，０００字か１，２００字

ぐらいの作文でございます。ひいおばあちゃんが福祉施設に入所

されている。認知症ということで、だんだん、記憶というか、コ

ミュニケーションがなかなかとれなくなってきている。そういっ

た中で、ご病気で入院されたときに、お見舞いに行ったとき、な

かなか言葉も通じない中で、「おばあちゃん」と投げかけたらほ

ほ笑んでいた。そういったきっかけの中で、認知症が進んで会話

ができなくても心は通じる、頭だけではなくて、心で感じるもの

だということで、そういう観点から、命の対話をしていこうと。

時間を見つけて、ひいおばあちゃんのところにまた会いに行って

命の対話をしたい、そのような作文でございます。 

団体は、学術の大根小学校愛鳥委員会でございます。これは林

野庁の長官賞ということです。 

秦野の場合は、２年間、２校ずつ、愛鳥モデル校を指定をさせ

ていただいています。 

大根小学校については、２３年に愛鳥モデル校は終わったわけ

ですけれども、愛鳥モデル校になったことをきっかけに、鳥と友

達になろうというようなテーマのもとに愛鳥活動をずっと継続し

てきました。それを環境省の発表会のほうに申し込んで、１次審
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査を通って、全国１０校が発表の場に出場して、林野庁長官賞を

受賞したという形です。愛鳥モデル校をきっかけに、引き続き長

年にわたって、全校を挙げて鳥と友達になろうという取り組みを

して、それが評価されたということです。 

望月委員長 よかったと思います。我々ともども、お祝いしたいと思います。 

教育長 大根小学校の子どもたちが３人で報告に来てくれたのです。発

表した子どもたちだったのですが。子どもたち自らが先生に対し

て、「ぜひ、これに出したいんだ」という意思表示をしたそうで

す。自分たちがやってきたことを自信を持って発表できる、そう

いう状態になっていまして、大変感心をしております。 

望月委員長 子どもが報告に来たんですか。 

教育長 子どもが、直接私に、こういうもので行ってきましたと報告に

来ました。 

片山委員 何年生ですか。 

教育長 ６年生です。自分たちがやってきたことに非常に自信を持って

いました。 

望月委員長 子どものほうから報告するのはすごいですね。 

図書館長、１つよろしいですか。 

私は、この正月に、宮永岳彦記念美術館で浮世絵展がありまし

たので、見に行ってきたのです。それで、大変勉強になったんで

すけれども、「こういうことは見る人にとっていいんだな」とい

うことがあったのです。 

それは、浮世絵とはどういうものなのかとか特徴とか、その他

いろいろ説明したものが展示されたりしているのです。それを見

ると、「浮世絵というのはこういうものなのか」とより理解も深

まり、理解が深まった段階でずっと回ってみると、またその浮世

絵を見る視点がちょっと違ってきたりしたのです。 

ですから、今回の絵本も、例えば、絵本とは何なのか、あるい

は、全部は無理かもしれないんですけれども、展示する世界の国

それぞれの絵本の特徴とか、その他、見に来る人たちにとって役

に立つような展示などをする計画はありますか。 

 図書館長 今回は、海外の絵本３０７冊を、図書館の会議室で、実際に本

に触れるということが一番のポイントになります。委員長ご存じ

のように、図書館にも、いろいろな海外の絵本が翻訳されたり、

海外の原語で書かれた本もございます。そうした中で、海外の絵

本といっても限られた部分ではありますので、海外の作者の絵本

を日本の訳者が訳した絵本もあります。今回は海外の絵本そのも

のがありますので、これを契機に、まだ図書館でも借りられてい
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ない絵本もありますので、そうしたものを利用したり、また、図

書館でも、赤ちゃん向け、児童向け、子ども向け、いろいろな本

の読み聞かせをやっておりますので、これを読書活動につなげた

いと考えております。 

基本的に、図書館では、本に親しんでもらいたい。それは絵本

がきっかけであっても構わないのですが、そういうものからもう

少し広げれば、海外に目を向けていただきたい。これから子ども

たちが育つ時代というのは、国際化は当然だと思います。そうい

う中で、海外についても興味を持って、できれば、「じゃあ、自

分も、そういう仕事を含めて、いろいろなものをやってみたい」、

そうしたきっかけが一冊の本から始まれば、素晴らしいと思って

おります。今回の絵本は海外のものですが、今後とも、今、委員

長言われましたように、いろんな絵本をＰＲできればと思ってお

ります。 

望月委員長 よろしくお願いします。私も、いいアイデアじゃないかと思い

ます。 

ほかにどうでしょうか。 

飯田委員 絵本の展示会のチラシというのは、どういうところで配布され

ているのですか。 

 図書館長 このチラシにつきましては、既に、公民館、学校にも張り出し

を依頼をしております。これから園長・校長会もありますので、

そういう場でもＰＲをして、ぜひ図書館に足を運んでいただけれ

ばありがたいと考えております。 

飯田委員 ありがとうございます。 

望月委員長 ほかにどうですか。 

 －特になし－ 

望月委員長 それでは、ないようですので、次に、議案に入りたいと思いま

す。 

「議案第１号 秦野市公立幼稚園運営・配置実施計画について」

の説明をお願いいたします。 

 教育総務課長 それでは、「議案第１号 秦野市公立幼稚園運営・配置実施計

画について」、別紙のとおり、策定に当たりまして、ご説明をさ

せていただきます。 

提案理由にございますが、園児数の減少に伴う集団性の確保、

保育ニーズの充足、そういった観点から必要な対策を講じまして、

地域の子育て支援の核となる公立幼稚園とするために、一昨年９

月に、あり方検討委員会の提言を踏まえまして、本日、本計画の

策定について提案をするものでございます。 
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これについては、１１月の教育委員会会議に協議事項として上

げさせていただいて、その後、１１月から１２月にかけて、市民

意見、パブリックコメントを実施いたしました。意見を反映した

中で策定をしたものでございます。 

細かい部分、例えば、「ステーション園」という表現があった

のを、「幾つかの拠点園で」というふうなわかりやすい表現に何

点かは変えてございますが、基本的な内容については大きな変更

はございません。 

実際の実施計画の中身でございますが、１１ページの基本方針

に伴って実施をしていくものでございます。 

基本方針１については、公立幼稚園の配置の見直しということ

で、裏面に一覧表がございますけれども、特に、集団性の確保、

そういったところを見据えて、今後、１学年１学級、２学級あっ

ても１学級の人数が２５人を下回るような場合は、近隣小学校ま

たは他の幼稚園への施設統合ですとか、こども園化を含めた民間

への移行、こういった対応を検討していくことが明記されてござ

います。 

具体的に、今後５年間、優先的に取り組む具体的なものとして、

上幼稚園につきましては小学校への施設統合、みなみがおか幼稚

園については公私連携によるこども園化、その他の園については、

先ほど申しましたように、１学年１学級もしくは１学級２５人を

下回るような状況が続く場合には、施設統合ですとか民間法人へ

の移行を検討していく方針でございます。 

おめくりいただきまして、１４ページの「利用者負担の見直し」

についてでございます。これについては、幼稚園児の保育料につ

いては、基本的に、幼稚園費の３分の１を保育料としていただく、

利用者の負担としていくということでございました。今現在、４

分の１以下になるという状況もございますので、従来入れてござ

いませんでした修繕費ですとか光熱水費ですとか、そういった経

費を含めて、建築費や統合教育の人件費を除いた部分の３分の１

にしていくということで、月額８，８００円の保育料を２９年度

から９，８００円に改定をしていくということ。 

それとあわせまして、１４ページの表がございます。８区分に

なってございます。①から⑦は、所得が低い部分、今まで減免制

度で対応していた部分を、前回は５区分に分けてございましたが、

今回は８区分にしました。生活困窮世帯ですとか多子世帯等の負

担を軽減ということで、より拡充した上で、８区分に保育料を分

けまして、改定の案とさせていただきました。 
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１５ページは、「公立幼稚園における子育て支援策の拡充」と

いうことで、幼稚園型の一時預かり事業、新たな国の子ども・子

育て支援制度のメニューにのりまして、幼稚園型の一時預かり事

業を新たに実施していくということです。これについては２８年

度からの実施を考えてございます。 

内容については、１５ページの下に書いてあるとおりでござい

ます。 

実行計画でございますので、これを実行していくわけですけれ

ども、それに当たっては、本年度中に策定します「はだのわくわ

く教育プラン」と総合計画後期基本計画、これに位置づけを行い

まして実施していくということです。 

また、保育料の改定については、本市の保育料徴収条例の一部

改正を、３月議会、本年度の第１回定例議会に上程していくこと

となります。 

次回の教育委員会会議の際には、その条例の改正案について、

またご審議をいただく予定でおります。 

以上でございます。 

望月委員長 何かご質問、ご意見はございますか。 

片山委員 １５ページの１８時というのは、利用者の方からは１８時でい

いよということなのでしょうか。もっと長いほうを希望されるの

かなと思ったので。 

 教育総務課長 従来、この預かり事業は、保護者が中心になって、運営委員会

という形で、市が直接運営にかかわらないような形で実施をして

きました。その際は１７時まででございました。今回は、本格的

な就労ではなくても、短期間の就業を見越した中で、１７時です

と少し早いだろうということで、検討して１８時にしております。

それ以上長く、１９時とかになると本格的な就労というふうにな

るでしょうから、そうしますと、今度は、幼稚園ではなくて、こ

ども園なり保育園という幼児施設のほうにというふうな話で、あ

くまでも幼稚園の部分の範囲で、保護者の方のリフレッシュです

とかパートタイム的な就労、そういったニーズに合わせて１８時

という形にさせていただきました。 

望月委員長 これは、一律、いわゆる秦野市の公立幼稚園は全部この料金で

いくわけですね。 

 教育総務課長 はい。全部の幼稚園でこの時間にやっていく。従来は園ごとに

やっていましたので、週３回とか夏休みはやらないだとかという

ことがありましたけれども、今度は全部の園で、ここに書いてあ

るように、月曜日から金曜日、長期休業期間も含めて実施をして
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いくという形でございます。 

望月委員長 それから、保育料ですが、現額が８，８００円で、２９年に９，

８００円、一遍に１，０００円ということですよね。そこに「建

物の減価償却費を加えた額を算定」と書いてあるのですが、今ま

でもこういうようなことでアップを検討してきたのでしょうか。 

 教育総務課長 今までは、いわゆる保育料の算定基礎に、そういったものは加

えてございません。人件費を中心に考えていました。建物の修繕

ですとか光熱水費だとかというもの、あと減価償却費も含めてで

すけれども、入れてございませんでした。ご承知のとおり、どの

園も老朽化をしているということで、幼稚園費の３分の１という

規定にはしてあるんですけれども、現実的には４分の１以下にな

るという状況の中で、一昨年の９月に、あり方検討委員会の中で

そういうご議論をいただいて、建設費は除く、あと統合の関係の

人件費も除く、それ以外を含めた３分の１ということで、実は、

資料はありませんけれども、前回は平成１１年に８，８００円に

改定をしました。 

望月委員長 平成１１年ですか。 

 教育総務課長 １１年です。ということで、実際は２９年改定になりますので、

１８年間改定がなかったということで、算定基準もあわせて見直

しをさせていただいたということです。 

望月委員長 かつて、秦野は、幼稚園教育に力を入れて、月謝も非常に安い、

だから、他の市町村からわざわざ来て秦野に住むような傾向があ

ったわけです。この９，８００円というのは、本市は本市なりの

計算方式で、あり方検の提言も参考にしながら、こういう額にな

ってきたと思うのですが、他の市町村と比べると、例えば、この

近隣の平塚とかと比べると、その辺はどうなんですか。 

 教育総務課長 公立というお話だと思いますけれども、近隣ですと、南足柄市、

小田原市、平塚市あたりが公立の幼稚園を持ってございます。例

えば、小田原市のように、民間と同じ値段にしているというとこ

ろもございます。平塚市は、もともと１万円の月謝でしたので、

多少上乗せして、料金設定をしております。近隣ですと、一般的

なベースが９，８００円というのは、市レベルですと南足柄市が

低いですが、上げても低いほうといいますか。 

望月委員長 ほかにどうでしょうか。それでは「議案第１号 秦野市公立幼

稚園運営・配置実施計画について」を原案どおり可決してよろし

いでしょうか。 

 －異議なし－ 

望月委員長 よって、「議案第１号 秦野市公立幼稚園運営・配置実施計画
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について」は原案のとおり可決しました。次に協議事項に入りま

す。 

協議事項「（１）平成２８年度秦野市一般会計（教育費）予算

（案）について」の説明をお願いいたします。 

 教育総務課長 それでは、平成２８年度の教育費の予算案について、ご説明を

させていただきます。 

「協議事項（１）」と右上に書いてある横長の一覧表をご覧く

ださい。 

前回の１２月の教育委員会会議の際にもお話をさせていただい

ているのですが、表の２番目に「２８年度当初要求額Ｂ」と書い

てございますが、２２億９，４４９万２，０００円ということで、

２７年度に比べて１億９００万、率にして約５％増加ということ

をご報告させていただいて、前回は、これで年明けに財政サイド

から示達というものが来るというお話をさせていただきました。 

Ｄの欄でございますが、右側に「示達額」ということで、１月

４日に財政サイドから示達が来たものでございます。当初予算要

求に比べてふえてございますが、２億２，８５８万８，０００円、

約１０％の減額が提示されてございます。 

右側に「削減額」ということで、各課ごとに書いてございます。

教育総務課ですが、約７，４００万の減ということで、教育総務

課の場合は、主に小中学校の施設改修費がございます。１０工事

ほどありましたが、３工事はカットされて、残った７工事のほう

も１割カットされて、その部分が大きく減額して５，０００万程

度減額になってございます。 

学校教育のほうは２，７００万程度のカットでございます。大

きなものとしては、給食室の改修の工事費ですとか小中学校の備

品の購入費、そういったものはカットされてございます。 

次に、教育指導課でございますが、４９５万ということで、こ

れについては、パサデナの姉妹都市の派遣事業費が１００万ぐら

い、それと教育指導助手の２名増員を上げたのですが、それがカ

ットされたということでございます。 

生涯学習課は８，７３９万円ということで、これは、主に公民

館の改修事業費７，５００万ほど、それがカットされております。 

図書館については３，３００万ですが、そのうち約３，０００

万は、窓口業務の委託の拡大に対する委託料のカットを受けたと

いうことでございます。 

この削減を受けて、通常は、示達の中で調整という部分もある

わけですけれども、調整し切れない部分については、「復活要求
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額」ということでＦの欄に書いてございます。 

その他のほうは、工事費は１０工事、３工事は切られたのです

が、全て上げさせていただいています。 

大きなところでは、教育指導課は、先ほど、教育指導員２名カ

ットということでしたが、逆に、社会保険料、そういった部分を

少し工夫して、全体の経費を減らして２名の増員を要求していま

す。結果的には、社会保険料のカットが大きかったのでマイナス

にはなっていますけれども、その増員分を社会保険料で調整して

いるということでございます。 

そんなことで、示達後の復活要求を含めて２１億１，４５５万

３，０００円ということで、この復活が全部通ると、当初要求に

比べて約１億８，０００万、８％弱の減額になるということでご

ざいます。 

その復活については、来週の月曜日になりますが、１８日に、

市長査定が予定されていますので、その席でまた市長に説明をし

て、復活のほうに努めていきたいと考えてございます。 

実は、１８日の市長査定の際に、今年度から新たにといいます

か、それぞれの部の新年度の施策展開のスローガンをまず発表し

ろということになってございます。教育部としましては、新年度

のスローガンとして、「わくわくする学びの創造」ということで、

本市の自然ですとか文化ですとか人材ですとか、そういうものを

生かしたわくわくした学習環境づくりを進めていきたい、そして、

住んでよかった、住みたいということを実感できる秦野づくりに

努めていきたい、こういった部分をスローガンとして、先ほど言

いました市長査定の冒頭に述べて、復活していく予定になってご

ざいます。 

教育部の予算の部分については、次回の２月の教育委員会会議

の中に最終的には議案として上げさせていただいて、承認をいた

だいて、今度は全体の予算として市議会のほうに議案として上程

されていくという状況になってございます。 

最初に言えばよかったのですが、全体としては、最初はマイナ

ス１０％という話で来ましたので、結果的には１０％という部分

もありますけれども、それは工事ですとかそういう部分でござい

ますので、何とか、新規の部分、思っていた部分というのは、も

ちろん満額ではございませんけれども、「これでは来年度は教育

政策の執行ができない」ということはないのではないかと考えて

おります。 

以上です。 
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望月委員長 それでは、ただいまの説明について、ご質問ございますか。 

スローガンのわくわくするどうのこうのというのは、予算を獲

得するためのスローガンということですか、来年度、この予算の

もとで活動を執行するに当たってのスローガンということなので

すか。 

 教育部長 今回、市長査定のときに、課長が説明しましたが、経営的な考

え方をコンパクトな言葉で表現しろというようなことだと私は理

解しております。 

そういった中で、今、課長が申し上げましたように、教育プラ

ンのほうで「わくわく教育プラン」とつけさせていただきました

ので、大人も子どもも、子どもたちを中心に、わくわくする学び

合い、そういったものを進めていきたいと考えておりまして、新

年度の事業の中でも、ＩＣＴの推進だとかコミュニティスクール

の導入、そういった地域の連携、さらには、ＩＣＴ環境により学

習意欲が高まるような場面を多くつくっていけるのではないかと

思っておりまして、そういう表現をしていきたいと思います。 

教育長 市長の考え方は、「市役所を民間会社で言えば、部長職は役員

だ。経営側だ。その役員は、自分の部門が１年間の経営方針をど

ういうふうに持ってやるのかということをきちんと整理して臨み

なさい」、こういう考え方なのです。ですから、「自分がそこの

部門の責任者なのだから、責任者としてどうしていくのだという

ことを、はっきりと、明確に答えよ」、こういう前々からの思い

がありまして、今回、それをあえて出せということです。 

望月委員長 ほかにどうでしょうか。 

 －特になし－ 

望月委員長 それでは、１８日が復活ですか。そのスローガンのもとで、そ

れぞれの思いを熱っぽく語っていただいて、ぜひまた予算獲得の

ほうにご尽力いただければと思います。 

 それでは、もう一つ、「その他」のほうに入ります。「その他」

は（１）と（２）とありますが、追加で教育指導課から（３）で

要望書があります。 

それでは、「その他」の「平成２８年度教育委員会会議の日程

について」、来年度４月からの日程、教育総務課、お願いします。 

 教育総務課長 お手元の、右上に「その他１」と書いてございます日程表の案

でございます。 

来年度４月から３月までの日程でございます。例年、ご承知の

とおり、定例の教育委員会会議は毎月第３金曜日に行うというこ

とで、基本的にはそのようにさせていただいてございます。ただ、
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５月１６日は、本来ですと２０日がそれに当たるわけですけれど

も、教育委員や教育長の出張等が５月にございますので、その辺

を考慮して変更してございます。 

あと、９月２３日金曜日、これは第４になりますが、９月につ

いては、９月の市議会定例会と重なるものですから、第４金曜日

のほうに動かさせていただいてございます。 

１１月も同様に、第３のところを、１１月は議案の審議をして

いただく可能性がございますので、１１月１１日、第２金曜日に

変更させていただいてございます。 

あと、２月も同様でございます。今回と同様に、予算も含めて

議決をいただく関係がございますので、本来１７日のところを１

３日の月曜日ということで日程を入れさせていただいてございま

す。 

この日程で予定を確保していただいて、また、いろいろ予定等

が入って変更になることもあるとは思いますけれども、現時点で

の予定ということで日程のほうを確認していただければと思いま

す。 

あともう一点、大きく変わったのは場所でございます。例年、

西庁舎３階の会議室でしたが、場所が教育庁舎３階大会議室とい

うことで、来年度からは、今建設中のそちらのほうで教育委員会

会議を行っていくということでございます。 

以上でございます。 

教育長 裏面の３に「出張日程」と書いてあるのですが、そこの（２）

の関東地区都市教育長協議会が埼玉県熊谷市になっていますが、

熊谷市は当番会長で、会場はさいたま市です。 

望月委員長 熊谷ではなくて、さいたま市。 

教育長 さいたま市が会場になります。熊谷は当番会長さんです。 

望月委員長 では、いいですか。大体それでいくのですが、若干変更の部分

が出てくるかもしれない。 

 それでは、次に移ります。 

次に、（２）の「ＤＶＤ『二宮尊親物語』の活用について」。 

 生涯学習課長 昨年１０月１０日に、教育委員の皆さんには社会教育委員とと

もに全国報徳サミット豊頃町大会に参加していただきましたが、

この大会参加者は５００人のうち。８０人を超える秦野市民が参

加しました。大会後、豊頃町長から秦野市に対して、何らかの形

でお礼をしたいとの申し出をいただきました。 

その中で、町長からは、大会にあわせて制作された啓発用ＤＶ

Ｄ、皆さんも大会会場でご覧いただいたかもしれませんが、この
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ＤＶＤを子どもたちの報徳学習に活用してほしいという形で送ら

れてきました。 

ＤＶＤの内容は、二宮尊徳の孫で、豊頃町開拓の祖と言われて

いる二宮尊親の足跡を紹介するとともに報徳仕法について説明し

ている、約４０分に編集されたものです。既に、報徳学習に活用

するよう市内小中学校に配布しましたので、ご報告させていただ

きます。以上です。 

望月委員長 昨年は参加が５００人ですか。 

 生涯学習課長 そうです。５００人余りということでした。 

望月委員長 私もこれを家で見てみたのですが、尊徳のほうがたくさん載っ

ていて、尊親が少ないかなというようなことを思ったのですが。 

豊頃町のほうには、秦野市が各小中学校にこのＤＶＤを贈った

というようなことは知らせたのですか。 

 生涯学習課長 今回のことは、当初事務局レベルではやりとりした中でＤＶＤ

という話が出て、最終的に豊頃町長が、ぜひ学校での学習に役立

ててほしいということになりました。豊頃町には、私から礼状と

ともに活用について報告しています。 

望月委員長 喜んでいますよね、豊頃町も。ありがとうございます。 

ほかにどうですか。 

 －特になし－ 

望月委員長 それでは、次に教育指導課長。 

 教育指導課長 机上に「教科書採択をめぐる動きについての要望書」が配られ

ていると思います。 

１月１３日付で、子どもと教科書・さがみ野代表、古尾谷久美

子様より、この要望書が提出されました。 

要望内容につきましては、これまで、歴史の教科用図書採択に

ついての質問状や要望書等が来たわけですけれども、教育委員会

はあくまでも毅然とした態度で対応してくれというような内容に

なっておりますので、報告をいたします。 

以上です。 

望月委員長 これについて、何か質問ありますか。 

 －特になし－ 

望月委員長 それでは、秘密会の前に次回の日程調整をお願いします。 

 ―次回の日程調整― 

望月委員長 それでは秘密会としますので、関係者以外の退席を求めます。 

 －関係者以外退席－ 

 〔削除〕 

望月委員長 以上で１月の定例教育委員会会議は終わります。 
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